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1， 法人の理念と基本方針、施設の目的 
平成 18 年に大阪府立砂川厚生センター「こふじ

寮」「かつらぎ寮」の廃止に伴い当法人が運営を引

き継ぎ、生活保護法 38 条第 2 項に定められた救護

施設 150 名(男性 96 名、女性 54 名)を新たに設置し

運営を行っています。運営にあたっては、当法人の

理念と基本方針、行動指針や重点項目に基づき事業

を行います。 

【法人の理念】 

1. 利用者一人ひとりの人格・人権を尊重し、自

立支援を旨として社会福祉の増進に努めま

す。 
2. 利用者本位の立場に立ち、常に笑顔でサービ

ス提供し、顧客満足を追求します。 
3. 「福祉の情報発信源」「地域交流の場」とし

て地域福祉の拠点となり、社会貢献に尽くし

ます。 
【法人の基本方針】 

1. 積極的な情報公開を行い、透明性のある運営

を行います。 
2. 法令遵守に徹し、個人情報保護に努めます。 
3. 職員は常に目標・ビジョンを持ち、継続的に

業務改善に真摯に取り組み、自己改革・自己

実現を目指します。 
4. 社会福祉法人としての専門性を生かし、常に

「well being」を実践しつづけます。 
【目的】 

保護の実施機関より依頼された、身体や精神に

障がいなどがあり、経済的な課題も含めて日常生

活を送る事が困難な人たちを対象に支援を行う

ことを目的とします。 
また、地域生活移行支援や就労支援などに取り

組み、地域での自立生活を目指し、循環型セーフ

ティネット施設として機能するために利用者の

地域や他種別施設への移行促進を図ります。 
 
2， 中長期計画 
 別表の通り、運営面や利用者サービスについて計

画を立て、単年度の重点項目や日々の利用者サービ

スに取り組みます。（計画表参照） 
 
3， 重点項目  ※単年度運営指針 
平成 29 年度における社会保障審議会生活困窮者

自立支援及び生活保護部会報告書を踏まえ、以下の

取り組みを重点的に行います。 
1. 利用者一人ひとりの尊厳を守り、利用者本位

のサービス提供を実現するため、個別支援計

画の策定と実際の支援－に求められる技術の

全般的なスキルアップを図る。 
2. 法人全保護施設の総合入所受付・相談窓口の

設置により、福祉事務所ケースワーカーとの

連携を深め、法人保護施設入所及び地域移行

の効率化をすすめる。 
3. 生活習慣病予防等の取り組みを強化するとと

もに、後発薬品の使用促進と頻回受診の抑制

に努め、医療扶助費の適正化に協力する。 
4. 「地域における公益的な取組」の要件緩和に

伴い、地域のニーズに応じた取り組みを積極

的に推進し、法人・施設の存在意義を高める。 
5. 地域の社会福祉協議会等の関係機関と協働し、

生活困窮者自立相談支援事業を行うとともに、

就労準備支援・認定就労訓練事業をさらに推

しすすめていく。 
6. キャリアパス制度構築に則り、職員一人ひと

りの成長に向けて個別的に教育・研修計画を

策定し、育成をすすめる。 
 
4， 地域移行支援の推進 
循環型セーフティネット施設として機能するた

め、他法他施策による支援につなぐ連携を強化し、

自立支援機能の一層の強化を図り、利用者の地域生

活移行を積極的に進めます。 
【保護施設通所事業】 

通所・訪問し、生活指導等を実施することで居

宅での安定した生活が送れるように支援を行い

ます。また、施設から地域への移行促進と緊急時

の受け入れなど有効活用し、利用者の選択の幅が

広がる支援を行います。 
 近隣自治体に事業内容の周知を行い、理解度

を深めます。 
【居宅生活訓練事業】 

施設近隣に訓練用住居を確保し、入所中に居宅

生活に近い環境で生活体験し、円滑に居宅生活へ

移行出来るようにするため支援を行います。 
 訓練棟：泉南市内に 3 部屋（3 名） 
 訓練期間：6 ヶ月（最大 1 年） 
 職員による献立チェックを行い、栄養バラン

スの指導を行います。 
 2 ヶ月に 1 度の調理実習を実施します。 

【地域生活への移行促進】 
単身での地域移行が困難な利用者については、

様々な状況を考慮し、利用者の意向を反映させた

うえで様々な機関との連携により地域移行を図

ります。 
 
5， 個別支援 
適切なサービス提供をおこなうために、利用者個

々の状態を正しく理解し、本人の意向を尊重した支

援を心掛けます。適切なサービス提供を行うために

は択一的な支援では無く、利用者の個々の状態に応

じた支援を心掛けるために支援計画を策定し日々

の支援を行っていきます。 
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【個別支援計画】 
利用者の希望要望を実現するために、利用者と

面談を重ね作成していきます。支援計画の策定に

は担当者を中心に専門職や外部の関係者も招き

カンファレンスを行います。 
 毎月の振り返り（モニタリング）を行い、記

録を残していくことで、計画の達成度を把握

していきます。 
 
6， 日常生活自立支援 
身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の

健康・生活管理を行うことが出来るよう取り組んで

いきます。 
【日常的な支援】 

食事や入浴といった支援は、利用者の障がい状

況を把握しリスク回避の優先や先入観だけの支

援とならないよう、常に個々の有している能力の

維持・向上ならびに長所に目を向け、過剰介護の

禁止に努めていきます。 
【苦情解決】 

相談・苦情の申し立ては、利用者のみならず、

家族等や第三者（代理人）からも申し立てができ

るような体制を整えます。個別面談や座談会など

利用者が直接口頭で話せる機会を設けます。ま

た、職員の目につきにくい場所へ「意見箱」を設

置し、匿名でも苦情や意見を申し出やすい環境に

配慮します。 
 些細な意見にも耳を傾けるため、苦情とまで

も至らない利用者の声にも反応出来るよう

に意見リストを作成していきます。 
【業務の効率化】 

支援ソフト活用により、利用者支援の情報共有

を行います。また、リスクマネジメントなどにつ

いて統計を取ることにより今後の利用者支援に

活かしていきます。 
 法人救護施設共通掲示板の活用により法人

内救護施設における情報の共有化を図りま

す。 
 
7， 社会生活自立支援 
社会的なつながりを維持・回復し、地域社会の一

員として充実した生活を送れるよう、利用者ニーズ

を取り入れコミュニケーション作りや居場所作り

に積極的に取り組んでいきます。 
【レクリエーション・クラブ活動】 

日々の生活を楽しみ、生活の活性化を図るため

に様々な企画を行います。実施に於いては精神作

用や身体作用などの付加価値を考慮し、利用者の

特性を考えて安全に楽しく行っていきます。 
【家族等との連携・交流】 

利用者と家族等との関係が希薄なものとなら

ないように、施設の事業計画などの情報や利用者

の近況について、定期的に連絡を行い、調整・関

係修復を図っていきます。 
 
8， 就労自立支援 

経済的自立が最終目標ではありますが、社会復

帰には必要不可欠な社会適応能力の回復や、規則

正しい生活習慣を身につけること、外部就労への

動機付けも担います。 
【施設内作業訓練】 

障がいの程度あるいは利用者の特性に応じた

作業訓練を段階的に実施していきます。これは、

施設内での就労準備や就労訓練(中間的就労)とし

て位置づけ様々な自立へ向けた支援の一つとし

ます。 
 簡易作業（内職）、清掃作業、喫茶作業と様

々な訓練を準備していきます。 
【外部機関との連携】 

ハローワークやジョブコーチ等の有効活用、就

労施策や制度にも目を向け、広域の就労支援を行

っていきます。 
 ハローワーク主催の就労ガイダンスの実施 
 ハローワークへの引率や交通費補助 

 
9， 危機管理 
利用者に重大な被害を及ぼす事態や、おそれがあ

る場合、利用者の生命や身体及び安全を守ることを

目的とします。サービス提供をするに当たり、危機

を未然に防ぐことに努め、入所者の安全確保に努め

るとともに、周辺地域の住民が安心して生活が送ら

れるよう社会福祉施設として緊急時の体制を整え

ていきます。 
【リスクマネジメント】 

リスクは発生しうるものという前提に立ち、よ

り質の高い施設サービスを求めるため、KY 活動

によるリスク要因の収集に努め、事故分析などに

よる迅速な改善策の実行や業務マニュアルの見

直しなど改善に努めます。 
 レベル０の事例収集・分析し、事故防止に努

めます。 
【防災対策】 

出火防止のため毎月１回防災設備等の点検管

理を行い、不備欠陥のないよう安全の確保に努め

ます。また、有事に備え備蓄食料や物品の確保・

定期チェックを行います。 
毎月１回  防災訓練等を実施して様々な状況

（火事・地震・夜間・津波等）でも安全に確実に

避難誘導できるよう訓練を実施します。 
【防犯対策】 

不審者の侵入を未然に防止する為に、職員の巡

回の励行、施設設備の整備・施錠の日常点検に努
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めます。また、警察と連携し防犯指導を受けるな

ど、職員体制の整備や地域の関係機関との連携を

強化し、利用者の安全確保に努めます。 
 
10， 健康維持管理 
利用者の健康を維持することは、施設生活を送

り、自立を目指す上で欠かすことは出来ないと考え

ます。利用者の意向に沿いながら日常生活が活性化

できるように取り組んでいきます。 
【食事・栄養サービス】 

生活の中で食べることは大きな楽しみの一つ

でもあります。健康の増進・体力の維持向上を図

りながら栄養と嗜好を考え、雰囲気に気を配り、

四季折々に季節感ある食事や行事に伴う特別な

献立を用意します。 
 給食懇談会を実施し利用者のニーズを取り

入れます。 
 嗜好調査を年に４回実施し、質の高い食事提

供が行えるように努力します。 
 食中毒防止には細心の注意を払い衛生管理

に努めます。 
【保健・医療サービス】 

春季と秋季に全員の健康診断を実施して、疾病

の早期発見と早期治療に努めます。また内科や精

神科医による健康相談の実施を通じて、心身の健

康管理の支援を行います。常に情報収集に努め、

最新の正しい知識を備え、利用者の健やかな生活

の実現に尽力します。 
 利用者の状況に応じて段階的な服薬管理を

行います。 
 保健衛生懇談会を実施し、利用者に対する情

報提供と保健衛生教育も実施します。 
【感染症対策】 

集団生活の特性を良く理解し、利用者相互、施

設職員や出入りする関係者などが媒体とならな

いように、日頃の意識の向上や「うがい手洗い」

を基本に消毒の徹底を行います。特に冬期のイン

フルエンザ・ノロウイルス等の感染症予防に努め

ます。 
 
11， コンプライアンス（法令遵守）による高い信頼

性の確保 
各種法令・指針に定められている事項を熟慮し、

情報収集を強化します。また、今求められている施

設像の把握に努め、福祉施設としてのあり方に常に

敏感な体制を保持し、透明性のある施設運営を行っ

ていきます。 
【個人情報保護】 

利用者個々の障がいに関係なく、利用者の人権

や権利擁護の視点に立ってサービスを提供し、施

設内外の研修も活用しながら人権侵害などが絶

対に起こらないように周知徹底し、利用者が快適

で自立した日常生活が送れるようにしていきま

す。 
【虐待防止】 

虐待とは、利用者に対する不適切な言動や、利

用者の心を傷つけるもの、また犯罪行為となるも

のまで、幅広いものととらえ、常に利用者の立場

にたって利用者が身体的、心理的な苦痛等を感じ

ることがないように努めていきます。 
 年に１度は必ず「虐待防止チェックリスト」

を実施し、その結果に基づき、研修を行いま

す。 
【プライバシー保護】 

利用者の「他人から見られたり知られたりする

ことを拒否する自由」が保護されるよう、設備面

での配慮や職員の知識の向上を積極的に取り組

んでいきます。 
【人権への配慮】 

利用者個々の障がいに関係なく、利用者の人権

や権利擁護の視点に立ってサービスを提供し、施

設内外の研修も活用しながら人権侵害などが絶

対に起こらないように周知徹底し、利用者が快適

で自立した日常生活が送れるようにしていきま

す。 
 自己決定能力や選択能力が低下した利用者

の財産管理等については「成年後見制度」の

活用を行います。 
 
12， 情報公開 
 情報公開を進めることで、事業運営の透明化を図

り、利用者支援の質の向上に取り組みます。情報公

開を行うことで、一層の責任感が生まれ支援の質の

向上に努めます。 
【ホームページ】 

常に内容の充実を図りつつ、日常生活及び支援

の様子、苦情解決状況やリスクマネジメント結果、

財務情報など施設運営面まで積極的に情報発信

していきます。 
（rinkuuminato.jp/） 

【広報誌】 
  地域や利用者家族向けに、施設での生活状況を

掲載し、定期的に発行していきます。 
 2 ヶ月に１回のペースで施設便りを発行し、

希望される家族様に送付を行います。 
 
13， 地域における公益的な取り組み 

地域福祉ニーズの把握を行い救護施設の運営

で培ったノウハウを活かし地域で障がいや生活

困窮等の様々な課題を抱える方々への相談や支

援を通じて地域へ還元出来るよう活動を行って

いきます。 
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また、全国救護施設協議会の「救護施設が取り

組む生活困窮者支援の行動指針」に積極的に取り

組み、その達成度を高めていきます。 
【総合福祉相談窓口】 

相談支援員を配置し、困窮問題に関わらず様々

な相談に応じます。施設所在地の自立支援機関や

社会福祉協議会、コミュニティソーシャルワーカ

ー等と連携を図りワンストップでの支援を行っ

ていきます。 
 相談窓口連絡先：072-482-8012 

【一時生活支援事業】 
施設機能を活用し、住居の無い生活困窮者への

一時宿泊提供や、食材の支援等を行います。 
 大阪府・各市町村と連携を図り、空床を活用

した一時入所（シェルター）事業に取り組み

ます。 
【体験入所】 

施設入所を希望される方に対して無料で体験

入所の機会を設け、施設の環境を把握してもらう

とともに、入所に対する不安の軽減を図ります。 
【就労訓練事業】 

認定事業所として、就労準備支援事業や、就労

訓練事業（中間的就労）を実施し、生活リズムの

構築や就労に必要な知識向上を行います。 
 別途、事業計画あり 

【生活困窮者自立支援事業への取り組み】 
学習支援事業 

子供が学習に取り組める場を提供します。また、

日常的な生活習慣、居場所づくり等子どもと保護

者の双方に必要な支援を出来る範囲で行います。 
家計相談支援事業 

  生活困窮者が自ら家計を管理できるように相

談支援を行います。必要に応じて関係機関へのつ

なぎ、早期の生活再生を支援します。 
【指定避難所（津波避難所）】 

泉南市より津波避難施設に指定されており、津

波災害時等には関係機関と協力し地域住民の安

全確保に努めていきます。 
 
14， 施設機能の開放 
施設自身を地域の福祉資源のひとつとして捉え、

施設の設備・機能を地域住民や地域の学校などに積

極的に開放し、交流・教育を通して地域住民も施設

の運営に参画し、施設利用者と地域の生活ニーズを

守り高めていくよう取り組んでいきます。 
【実習生の受け入れ】 

実習生を受け入れ指導することは、実習生が福

祉的センスを身につけるとともに自らの業務の

振り返りの場となることから、積極的に受け入れ

ていきます。 
 福祉資格実習生の受け入れ 

 介護等体験の受け入れ 
【ボランティアの受け入れ】 

ボランティアを受け入れる事により、施設への

理解を得るとともに施設の活性化、地域社会との

接点、交流の機会の増加が期待されるような関係

づくりを目指していきます。 
 クラブ活動での講師利用を検討していく 

【退所者の生活援助】 
退所された方が地域社会で安定した自立生活

を送るために、生活の各般にわたる相談や支援を

行います。退所者は地域関係者と位置づけ、施設

行事への招待や情報提供によりバックアップ機

能を担います。 
【地域との連携】 

施設も地域の一員であることから、社会福祉協

議会や民生委員、近隣住民（会社）等と連携を図

り、地域にある福祉ニーズの発見に努めます。ま

た、施設で実施される研修会に地域関係者が参加

できるように配慮を行います。 
 

15， 外部評価への取り組み 
組織運営、マネジメントの力や現在提供されてい

るサービスについて外部や内部の客観的な評価を

真摯に受け止め、職員全員で分析・共有し不足する

サービスの強化や改善事案の検討を重ねることで、

「信頼され選ばれる福祉サービス事業者」を目指し

ていきます。 
【第三者評価及び自己点検】 

定期的に第三者評価を受審し、サービスの質の

見直し・維持・向上に努めていきます。受審結果

を踏まえ、よりよいサービス提供が行えるように

定期的に自己点検を行い業務の見直しを始め、サ

ービスの維持・向上に努めます。 
 受審証明書有効期限：平成３２年２月１９日 

【外部監査】 
会計監査人による外部監査を実施し、会計の透

明性を確保し社会的信頼を確保していきます。 
【内部監査】 

法人内の職員により相互に施設の状況をチェ

ックすることにより、業務の適正化・向上に努め

ます。 
 
16， 職員に関すること 
利用者と信頼関係を結び満足度の高い支援が行

えるように努力します。そのためには、職員一人ひ

とりがチーム（施設）の一員であるという認識のも

とで専門職である一方、施設運営面をも踏まえた組

織人としての調整能力を持った職員を求めていき

ます。 
【人材育成】 

内部・外部研修を活用し、介護福祉士や社会福
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祉士など有資格者集団を目指すことで、個々人の

能力の底上げを行い、職員の自己啓発力向上のた

め、法人意向調査や施設長面接などを活用し、目

標を持って自己啓発に努める人間的成長を期待

します。 
【研修】 

福祉施設の職員としての理念・倫理の醸成のた

め自発的な学習を奨励し、段階的に外部研修へ参

加するとともに、内部研修を充実させ人権擁護等

や福祉サービスの充実を図ります。また、専門的

な知識の充実を図る為に適切な資格取得を奨励

援助し利用者支援の向上に努めます。ＯＪＴ・ｏ

ｆｆ－ＪＴを使い分け、常に業務改善意識を持っ

た職員育成を行います。 

①プリセプター制度 

新任職員の育成に重点を置き、先輩職員によ

る業務指導を始め、様々な側面での精神面のサ

ポートを行いながらスキルアップを図ります。

また、先輩職員の業務の振り返りの場とするこ

とで自己研鑽に努めます。 

②施設外研修 

初級職員・中級職員・監督者・管理者の４つ

の階層別に研修計画を作成し、全国・近畿救護

施設研究協議会、大阪府・大阪市社会福祉協議

会等主催の研修に参加し、各職員に必要とされ

る知識の向上に努めていきます。 
尚、権利擁護に関わる外部研修には階層に関

わらず積極的に参加していきます。 
③施設内研修（職員研修会） 

   職員の資質向上と問題意識の整理、そして福

祉サービス提供に対する役割の自覚等の研修

学ぶとともに、外部研修に参加した職員による

伝達研修の実施や、人権・虐待防止といった権

利擁護に関わる研修を実施していきます。 
【諸会議】 
 ①職員会議【月１回】 

施設運営上の基幹となる会議として開催し、

組織の意志と方向性を周知・徹底するという重

要な機能を果たしています。施設の運営方針や

社会福祉の現状や今後の動向等についても積

極的に情報を提供し、施設長の考えや方向性も

提起しながら職員全員の相互の意見交換を通

して協力し合う場を提供しています。 

会議のテーマ 

1，事業計画（行事）の検討・見直し・改善 

2，施設運営（サービス全体について） 

3，各部署からの報告 

4，施設長の考え、方向性の確認 

5，その他、緊急課題 

 ②主担会議【月１回】 
各部署の主担・副担を中心として開催。各部

署間の連携強化。 
③サービス改善検討会議【月 1 回】 

支援方法や手順等の利用者サービスに直結

する全ての問題の検討。 

④虐待防止委員会【月 1 回、随時】 
人権意識の向上や虐待研修。万が一、虐待が

発生した場合の対策検討。 
⑤リスクマネジメント委員会【月１回、随時】 

ヒヤリハットや事故報告等の分析と対応。事

故防止に関する研修。 
⑥苦情解決委員会【月 1 回、随時】 

苦情解決や、意見箱の意見への対応。 

 ⑦防災会議【月１回】 

防災意識の向上、防災訓練の企画と実施。 

 ⑧食事サービス会議【月 1 回】 
食事サービスに関する意見交換・調整 

 ⑨医療連携会議【随時】 
医療知識の向上。及び連携。調整 

  ⑨ミーティング（全体・フロア別）【毎日】 
利用者の日常に生起するサービスの諸問題

を報告・検討。職員間での連絡調整。 
⑩個別支援計画策定会議【随時】 

利用者の個別支援計画の策定、見直しなど 
⑪マニュアル整備検討委員会【随時】 

マニュアルを更新や管理。 

⑫法人内施設連絡会議（随時） 

法人内施設の問題や課題、財務状況、職員の

配置等、各施設の運営状況について認識の統一

化を図り、改善策等について検討していきま

す。 

⑬事業部長会議（随時） 

   生活福祉事業部、介護保険事業部間における

課題や問題について調整を図り、法人運営を円

滑に遂行していくために行います。 

⑭生活福祉事業部会議（毎月１回） 

事業部共通の課題や問題、支援方針、各施設

の運営状況について共有化を図り、改善策等に

ついて検討していきます。 

⑮法人内主任会議（隔月） 

救護・老人の種別を超えた施設現場レベルで

の課題や問題、支援等の運営状況について共有

化を図り、改善策等について検討していきま

す。また、必要に応じて管理者による研修会を

実施し、中間管理職としての意識の向上を図り

ます。 

尚、種別会議では、法人内の救護施設におけ

る業務の標準化を行うために検討を行います。 

⑯法人内栄養士会議（隔月） 

利用者の健康・栄養状態の管理向上を図るこ

とを目的として各事業所間での情報交換を行

います。また、安心してバランス良くおいしく
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食べられる食事の提供を目指し、生活習慣病予

防に取り組みます。 
⑰法人内事業計画策定委員会（随時） 

   法人の｢理念・基本方針｣や社会福祉情勢の動

向を把握する中で、策定委員会を設置し全職員

参画により検討していきます。予め策定スケジ

ュールを定め、計画・実行・評価・見直しを行

い、事業計画書作成のプロセスを検討していき

ます。 
⑱法人内キャリアパス委員会（隔月） 

職位や職務に就任するために必要な業務経

験とその順序や配置異動のルートを設定し、人

材育成・確保のため制度を構築していきます。 
⑲法人内マニュアル委員会（隔月） 

   事業部の施設運営・支援サービスの統一化を

図るため、マニュアルの整備・検討を行います。 
 

【福利厚生】 
福利厚生センター等を積極的に利用し、職員の

健康管理やレクリエーション面の充実を図り、職

場環境の質的な向上を目指す中で利用者の自立

支援に有為なマンパワーの確保に努めます。 
 
17， 平成 30 年度の数値目標 
【運営】 
① 充足率の確保 

予備面接や見学などを積極的に受け入れ、入所率

が下がらないよう、安定した運営が行えるように充

足率 95％以上を確保します。 

 

【利用者サービス】 

① 地域移行率を上げる 
 地域移行者３０名以上を目指します。その為には

居宅生活訓練事業及び、通所事業を実施します。ま

た、入所時から個別支援計画に沿って地域移行目標

とした施設生活を送ってもらい、地域生活にスムー

ズに移行できるようにします。 
② 就労支援の充実を図る 
施設内作業訓練を充実させ、就労訓練（いわゆる

中間的就労）を推進していきます。就労自立や日課

の確立など目指すところは違えども、施設内作業や

清掃作業への参加率 90％以上を目指します。 

【地域公益活動】 
① 生活困窮者支援 
 総合福祉相談に関して、年間 20 件以上の相談受

付を行い、地域に根付いた施設を目指していきま

す。その他、関係機関との連携を深めるためにアウ

トリーチを行います。 
【人材育成】 
① 研修の充実 
 職員が望む研修が行えるように研修の希望を聞

き取りながら、毎月 1 回以上の研修会を必ず行い、

支援に繋げていきます。
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中長期計画 

項  目 中期（平成 28～32 年） 長期（平成 33 年～37 年） 

運  営 

〇安定した利用率維持（98％） 

〇施設運営状況の透明性の更なる向上 

〇第三者評価の定期的受審によるサービス

見直し・向上（毎年の自己点検） 

〇建物・設備の改修時期・費用の算出（修

繕計画の作成及び点検） 

〇コンプライアンスの徹底 

〇建替え資金等の計画的積立目標額3,000万円 

 （外壁塗り替え・備品入れ替え・車両購入・

マットレス交換・エアコン改修・エレベータ

ー改修等） 

〇地域公益活動への再投下 

利用者サー

ビス 

〇人権を尊重した支援、利用者主体の個別

支援の推進 

〇地域生活移行支援充実 

〇生活困窮者自立支援の推進 

〇安心・安全なサービス提供の継続 

〇生活困窮者自立支援活動の継続 

〇個々の求める自己実現の追求 

〇良質なサービス開発・実施 

地域への公

益活動 

〇りんくうみなと祭、清掃活動の継続 

〇地域ニーズの把握 

〇地域公益活動の拠点 

〇地域コミュニティの活性化・地域自治の推進

活動 

人材育成 

〇福祉人材（介護職員）確保の促進 

〇プリセプター制度の内容強化 

〇研修（OJT・OFF-JT）計画の充実 

〇専門的知識の向上 

〇知的探究心の強い職員の育成 

 

建物・設備 
〇建物、設備の修繕・維持管理及び備品更

新計画の立案と実施 

〇建物、設備の修繕計画の実施 

〇備品の計画的更新 

 
 
 
 
年間行事予定 

 行  事 

 ４月 観桜会 

 ５月 野外活動（バーベキュー） 

 ６月 創立記念日、お笑いなにわ祭り、西日本実業団相撲選手権大会 

 ７月 林間学校（法人合同行事） 

 ８月 納涼カラオケ・盆踊り大会 

 ９月 敬老祝賀会、オセロ・将棋大会 

１０月 りんくう祭、大阪救護施設合同文化事業 

１１月 野外生活訓練 

１２月 クリスマス会、もちつき 

 １月 新年祝賀会、初詣、書き初め大会 

 ２月 豆まき、ビンゴ大会 

 ３月 カラオケ大会 

定 例 利用者懇談会、ビデオ上映会、誕生者外食会 
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健康維持管理年間計画 

 特別献立 栄養サービス 保健衛生 

４月 お花見   

５月 端午の節句 残滓・嗜好調査 歯科指導 

６月 創立記念日  春季健康診断 

７月 七夕、土用の丑   

８月 バイキング 残滓・嗜好調査  

９月 お月見   

１０月 野外食（ＢＢＱ）  秋季健康診断 

１１月 バイキング 残滓・嗜好調査  

１２月 クリスマス、冬至、年越し  インフルエンザ予防接種 

１月 おせち、小正月、七草   

２月 節分 残滓・嗜好調査  

３月 ひな祭り   

定 例 バイキング、鍋料理（冬期） 栄養指導・相談（随時） 嘱託医健康相談 

 
危機管理対策年間計画 

 防災・防犯訓練 その他 

 ４月 防災訓練（通常訓練）  

 ５月 防災訓練（自然災害）  

 ６月 防災訓練（通常訓練） 連絡網シミュレーション訓練（職員対象） 

 ７月 防災訓練（自然災害）  

 ８月 防災訓練（台風対策）  

 ９月 防災訓練（津波想定） 大阪８８０万人訓練 

１０月 防災訓練（通常訓練）  

１１月 総合防災訓練 秋の全国火災予防運動 

１２月 防災訓練（夜間想定） 年末年始特別警戒 

 １月 防災訓練（通常訓練）  

 ２月 防災訓練（通常訓練）  

 ３月 防災訓練（通常訓練） 春の全国火災予防運動 

定 例 防犯訓練（年１回） 消防設備自主点検 
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クラブ活動計画 

 書道クラブ 図工クラブ 園芸クラブ 

項 目 

・毛筆 

・硬筆 

・ペン字 

 

 

◎季節に応じた題材を提供し

て利用者が希望する筆など

を使い練習を行う。 

◎正月には書き初め大会を開

催新年行事として季節感を

味わってもらう。 

・壁面作成 

・イベント飾り作成・展示 

・塗り絵 

・カレンダー作成 

 

◎七夕やクリスマスなど、季節

に応じた装飾を作成する。 

◎塗り絵の題材を提供する。 

・花壇の整備 

・季節の野菜栽培 

・芝生整備 

 

 

◎芝生広場の家庭菜園での季

節に応じた野菜の栽培 

◎取れた野菜は献立に反映さ

せる。 

◎敷地内花壇・芝生の整備 

備 考 毎週火曜日 16：00～ 毎週木曜日 16:00~ 随時 

 歌謡クラブ 運動クラブ  

項 目 

・カラオケ 

 

 

◎カラオケ機器を使用し、利用

者が希望する曲を練習して

もらう。 

◎カラオケ大会を行い、日々の

練習の成果を発表出来る機

会を設ける。 

・卓球 

・散歩 

・マット運動 

・リズム体操 

・ｗｉｉを活用した運動 

 

◎運動不足解消や、身体を動か

すことによるストレス軽減

を目指す。 

 

 

備 考 毎週日曜日 13：30～ 毎週土曜日 15：00～  
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施設内研修計画 

 内  容 対  象 

４月 法人理念・基本方針、事業計画について 全職員 

５月 個人情報保護について 全職員 

６月 個別支援計画について 全職員 

７月 食中毒防止について 全職員 

８月 保護費の取り扱いについて 全職員、事務員 

９月 虐待防止について 全職員 

１０月 応急手当について（普通救命講習） 全職員、地域住民、関係機関 

１１月 人権研修について 全職員 

１２月 感染症対策について 全職員 

１月 介護技術について 全職員、看護師 

２月 リスクマネジメントについて 全職員 

３月 地域公益活動について 全職員 

 
公益的な取り組み一覧 

 公益的な取り組み 地域交流 施設機能の開放 

項 目 

・総合福祉相談 

・一時生活支援事業における 

 福祉サービス 

・大阪しあわせネットワーク 

 への参画（ＣＳＷ派遣） 

・就労訓練の受け入れ 

・体験入所 

・こども１００当番 

・ＡＥＤマップ公開 

・りんくう祭 

・地域清掃 

・農業体験 

・教育実習受け入れ 

・ボランティア受け入れ 

・車イスの貸し出し 

・会議室の貸し出し 

備 考    
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平成３０年度 生計困難者に対する相談支援事業 事業計画書 
 

社会福祉法人みなと寮 
 

１．はじめに 
救護施設りんくうみなとは、第二種社会福祉事業「生計困難者に対する相談支援事業」を実施する。 

この事業は、社会福祉法人として目に見える形で公益活動を実践するため、地域の援護を必要とする

方に対する相談活動を活発化し、関係機関との連携を十分に行い、相談活動を行う中で、援護を必要と

する方の心理的不安の軽減を図り、また必要な制度、サービスにつなぐこととする。そして、生活保護

等の既存制度では対応できない方で、経済的困窮により医療や介護等の必要なサービスの利用が阻害さ

れている方がいる場合、その費用等の全部または一部を支援する経済的援助を行う。 
 
２．総合生活相談員（コミュニティソーシャルワーカー）の配置並びに総合生活相談活動 

本事業を実施するために、当施設に総合生活相談員（コミュニティソーシャルワーカー）を配置し、

地域で生活課題を抱える方の相談が起こった際に対応し、課題の解決に努める。 
 

３．経済的援助 
援助を必要とする方からの相談を重ねる中で、経済的援助の必要性を判断した総合生活相談員（コミ

ュニティソーシャルワーカー）は、相談内容に関する資料を作成し、施設長に報告するものとする。施

設長は、総合生活相談員（コミュニティソーシャルワーカー）からの報告に基づき、経済的援助の可否

を決定する。 
 
４．研修会等への参加 

総合生活相談員（コミュニティソーシャルワーカー）は、相談援助技術の向上を目的に、各種研修会

等に参加する。 
① コミュニティソーシャルワーカー養成研修会 
② コミュニティソーシャルワーカースキルアップ研修会 
③ 相談援助技術研修会 
④ その他、本事業実施にあたり必要な研修会 

 
 



救護施設りんくうみなと事業計画 

 

平成３０年度 生活困窮者就労訓練事業 事業計画 

（生活困窮者自立支援法に基づく中間的就労） 

 

社会福祉法人みなと寮 

 

１．目的 

   生活困窮者自立支援法に基づき、直ちに一般就労が困難な人に対し、就労の機会と必要な訓練等を提供

する「就労訓練事業」（いわゆる「中間的就労」）について、生活困窮者が一般就労への移行へ向けて訓

練計画を作成し実施する。 

 

２．就労訓練事業の対象者 

   就労訓練事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、自立相談支援機関のアセスメントにおい

て、将来的に一般就労が可能と認められるが、一般就労に就く上で、まずは本人の状況に応じた柔軟な働

き方をする必要があると判断された者であって、福祉事務所設置自治体より支援決定を受けた方を対象者

とする。 

 

３．就労支援 

   就労訓練事業は、一般就労に直ちに就くことができない者に対し、本人の状況に応じ、就労の場を提供

するものであるが、その最終的な目標は、対象者が支援を要せず、自立的に就労することができるように

支援を行う。 

このため、対象者の就労状況を適切に把握し、作業内容について助言を行うほか、自立相談支援機関

とも連携の上、対象者が一般就労に就くことができるようにするための相談援助その他の支援を行うた

めに下記の内容を実施する。 

 

  ①就労支援プログラムを策定する。 

  ②対象者への就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行う。 

  ③自立相談支援機関及び関係機関との連絡調整を行うこと。 

  ④以上のほか、対象者に対する就労等の支援について必要な措置を講じる。 

 

４．訓練の内容及び定員 

対象者については、専門的な技能及び知識を持っていることや、それを生かした業務を行うことがで

きる可能性は、一般的には低いと想定され、対象者の中には、一定の作業量を定時に行うことができな

い者が一定程度含まれ、対象者の個々の適性を把握した上で、必要に応じて既存の業務を分解すること

等により、対象者の状態や就労訓練事業における就労形態（雇用型、非雇用型）に応じた施設内作業を

分割して行う。 

【訓練内容】 

  館内清掃、敷地内清掃、シーツ交換、配膳補助、農園作業など 

【定員】  

  ６名 

 

５．雇用関係の考え方 

   就労訓練事業における就労は、対象者の状態に応じた業務内容や、多様な就労の仕方が想定されること

に鑑み、雇用契約を締結する場合（「雇用型」）及び雇用契約を締結しない場合（「非雇用型」）の双方

の形態を対象者の状況に応じて実施する。 

 5-1 雇用型 

    雇用型の場合は訓練計画という形式ではなく、一般の労働者に求められるような一定期間（半期等）

ごとの個人目標の形式で就労支援プログラムが策定され、これに基づき、就労支援担当者及び自立相談

支援機関による状況把握も、当該期間について実施する。（最低賃金の確保） 

 5-2 非雇用型 

    非雇用型の場合は就労支援プログラムが訓練内容を定めた計画（訓練計画）に基づき、就労支援担当

者及び自立相談支援機関による定期的・継続的な状況把握を行い雇用型に結びつくよう支援を実施す

る。（インセンティブによる賃金の支払い） 


